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指定管理者の指定について

１ 指定管理の対象施設

対象施設 中野区社会福祉会館 中野区中野五丁目６８番７号

開設日 平成７年２月１６日

指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間）

２ 候補者

東京都中野区中野五丁目６８番７号

社会福祉法人中野区社会福祉協議会

会長 吉成 武男

３ 法人の運営理念

当法人は社会福祉法１０９条に規定されている地域福祉の推進を目的とする団体であ

る。「わたしたちがいつもいきいきと暮らすために」を基本理念とし、社会福祉を目的

とする事業の健全な発達を図るための事業を推進する。

４ 法人の沿革

昭和２８年 中野区社会福祉協議会創立

昭和３７年 社会福祉法人設立

昭和４９年 財団法人中野区社会福祉事業協会との合併による事業の引継

平成 ７年 中野区社会福祉会館へ事務局を移転し、管理運営を受託

平成１８年 中野区社会福祉会館の指定管理を受託

平成２３年 中野区社会福祉会館の指定管理を受託（２期目）

平成２８年 中野区社会福祉会館の指定管理を受託（３期目）

令和 ３年 中野区社会福祉会館の指定管理を受託（４期目）


